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平 成 2 2 年 4 月 1 6 日 

第 123 号 
新潟県市町村総合事務組合 
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告 示 

新潟県市町村総合事務組合告示第 7 号 

平成 22 年 3 月 30 日限りで川口町及び小千谷地域広域事務組合を脱退させ、同年 4 月 1 日から 

別表第 2 の 2 の項及び 3 の項に規定する事務に十日町市を加入させ、並びに同表第 5 の項に規定 

する事務に新潟県中越福祉事務組合を加入させることとするため、新潟県市町村総合事務組合を 

組織する地方公共団体の数を減少し、これに伴って新潟県市町村総合事務組合規約を次のとおり 

変更することについて、平成22年 3月 31日付け総行市第 100号をもって総務大臣から許可があっ 

た。 

平成 22年 4月 16 日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 森 民 夫 

1 脱退する地方公共団体 

川口町及び小千谷地域広域事務組合 

2 規約の変更内容 

新潟県市町村総合事務組合規約（平成 16 年総行市第 30 号許可）の一部を次のように変更す 

る。 

別表第 1中「、川口町」及び「、小千谷地域広域事務組合」を削る。 

別表第 2の 1の項中「、川口町」を削り、同表 2の項及び 3の項中「村上市」を「十日町市、 

村上市」に改め、 「、川口町」を削り、同表 4 の項中「、川口町」を削り、同表 5 の項中「、川 

口町」を削り、 「三条･燕･西蒲･南蒲広域養護老人ホーム施設組合」の次に「、新潟県中越福祉事 
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務組合」を加え、同表 6の項から 12の項までの規定中「、川口町」を削り、同表 13の項及び 14 

の項中「、川口町」及び「、小千谷地域広域事務組合」を削り、同表 15の項及び 16の項中「、 

川口町」を削る。 

附 則 

この規約は、平成 22年 3月 31 日から施行する。ただし、別表第 2の 2の項及び 3の項の改正 

規定中「村上市」を「十日町市、村上市」に改める部分並びに同表 5 の項の改正規定中「三条･ 

燕･西蒲･南蒲広域養護老人ホーム施設組合」の次に「、新潟県中越福祉事務組合」を加える部分 

は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

新潟県市町村総合事務組合告示第 8 号 

新潟県市町村総合事務組合情報公開条例（平成 18 年条例第 1号）第 17条の規定により、平成 

21 年度の情報公開の実施状況を次のとおり公表します。 

平成 22年 4月 16 日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 森 民 夫 

１ 請求件数 0件 

２ 請求方法内訳 

方法 請求書によるもの 口頭によるもの 計 

件数 0 件 0 件 0 件 

３ 決定内容内訳 

(1) 全実施機関 

決定内容 公開 部分公開 非公開 検討中 請求取下げ 計 

件数 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

(2) 実施機関別件数 

公開 部分公開 非公開 検討中 請求取下げ 計 

管理者 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

教育委員会 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

決定内容 

実施機関
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公平委員会 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

監査委員 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

議会 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

件数合計 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

４ 不服申立ての状況 

なし 

新潟県市町村総合事務組合告示第 9 号 

新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例 （平成 18 年条例第 2 号）第 32条の規定により、 

平成 21年度の個人情報保護制度の実施状況を次のとおり公表します。 

平成 22年 4月 16 日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 森 民 夫 

１ 個人情報登録対象事務件数（平成 21 年度末時点） 

管理者 35 件 

教育委員会 0 件 

公平委員会 2 件 

監査委員 0 件 

議会 1 件 

合計件数 38 件 

２ 個人情報の開示、訂正及び利用停止別件数 

① 個人情報開示請求 0 件 

② 個人情報訂正請求 0 件 

③ 個人情報利用停止請求 0 件
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辞 令 

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16 年規則第 2 号）第 15 条第 1 項に規定する事 

務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

平成 22年 4月 16 日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 森 民 夫 

平成 22年 4月 16 日付け 聖籠町事務所長を命ずる 加 藤 健 二


